
例      言 

 

 

１ この「業態別規模別適用状況調」における厚生年金保険の数値は、船員たる被保険者を

除いた値である。 

 

２ 賞与支給状況についての定義は以下のとおりである。 

  [賞与支給事業所数] 

9 月 1 日現在の適用事業所のうち、前年 9 月から当年 8 月までに標準賞与額の決定が

あった事業所数。 

 [賞与支給延被保険者数] 

9 月 1 日現在の適用事業所において前年 9 月から当年 8 月までに標準賞与額の決定が

あった被保険者の延数。 

[標準賞与額の 1回当たりの平均] 

9 月 1 日現在の適用事業所において前年 9 月から当年 8 月までに決定された標準賞与

額の総額を、賞与支給延被保険者数で除した値。 

 

３ 事業所の業態は、平成 19年 11 月に改定された「日本標準産業分類」に基づいて平成 21

年 7 月に「健康保険及び厚生年金保険の業態分類標準」を改正し、平成 21年調査から新し

い業態分類標準を使用している。 

なお、業態分類標準と日本標準産業分類との比較対照表を巻末の別表に掲げたので、参

照されたい。 

 

４ 事業所の規模は、事業所に使用されている被保険者の数による。 

 

５  統計表の符号の用法は次のとおりである。 

  「－」は計数のないもの 

  「０」は四捨五入の結果１単位に満たない数となったもの 


